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本請願を受けた教育庁の対応状況

１ 不登校は、子どもの心が傷つき休息が必要な状態であり、
教育行政として、子どもが休むことを権利として認める視
点をとってください。

→ 子どもの状況によっては休養が必要な場合があること
などを、研修会の場やリーフレットの配布等を通して、
周知に努めてきた。

→ 今後も子どもや保護者の意思を尊重しつつ、状況に応
じた対応が徹底されるよう、市町村と共に取り組んでい
く。

２ 過度な競争と管理をやめ、子どもを人間として大切にす

る学校にしてください。

① カリキュラムオーバーロードとも言われる、学習の詰
め込みを緩和してください。余剰時数をなくすなど、授
業時数を減らしてください。また、現在、進行中の学習
指導要領改正作業に対し、指導内容の削減、授業時数の
削減を文科省に求めてください。

→ 極端な余剰時数については、なくすよう学校に働
き掛けてきた。また、次期学習指導要領の改訂に向
け、議論の動向を注視していく。

② 全国学力テストへの参加をやめてください。また、文
科省に対し、全国学力テストの廃止あるいは抽出調査に
移行することを求めてください。

→ 調査の実施の趣旨に基づき、教員の授業改善や児
童生徒の学習状況の把握、学習意欲の向上のために
活用していく。

③ 学校スタンダードと呼ばれる画一的な指導を廃して、
子どもがのびのびと過ごせる指導に戻してください。

→ 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に
向けた授業を推進することは、子ども一人一人の興
味・関心に応じた学習にもつながっている。

④ 子どもの権利条約、子ども基本法、児童憲章を教員必
須の研修として、子どもの権利が守られる学校にしてく
ださい。

→ 生徒指導を実践する上で、子どもの権利条約を理
解することは不可欠であり、今後も子ども一人一人
の思いや願いを大切にしていく。

３ 現在、不登校状態となっている子ども、その親に対し、

以下の施策を進めてください。

（１）子どもの居場所、学びの場の条件を整備してください。

① すべての学校・市町村に「学習」に限定されない居場
所を設置してください。

→ 校内教育支援センターや市町村が設置するケアハ
ウスが、子どもの居場所となるように努めている。

② 居場所スタッフの配置を進めてください。

→ 別室支援員の派遣や校内教育支援センター支援員
の配置に努めている。
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③ 市町村に対し、児童館や図書館など、子どもが過ごせ
る環境を整えるよう働きかけてください。

→ 児童館や図書館は、子どもの居場所として重要な
機能を果たしていると認識しており、今後も関係部
局等や市町村と連携していく。

④ 不登校特例校を、すべての市町村で、分校方式を含め
て開設してください。

→ 現在、学びの多様化学校連絡協議会を開催し、情
報共有を行っているところであり、今後も市町村と
連携していく。

⑤ 高校進学での不利をなくしてください。そのために不
登校生の枠をつくり拡充してください。

→ 令和８年度入試から、調査書の出欠記録の欄を廃
止することになり、今後も学校に登校していない生
徒が、不利にならないよう努めていく。

（２） 親への支援を強化し、親の安心を増やしてください。

① 不登校に関するセミナーなどの情報を、各市町村を通
して発信してください。

→ 教育事務所ごとに開催している、地域ネットワー
クセンター会議等を活用し、各保護者会の開催状況
や、各種相談機関等に関する情報を提供している。

② 学校での相談体制の充実のために、スクールカウンセ
ラーの常置、スクールソーシャルワーカーの増員をして
ください。

→ 県内すべての公立小中学校にスクールカウンセ
ラーを、全市町村にスクールソーシャルワーカーを
配置している。

③ 学校外の公的な相談窓口を増やし、親子が信頼できる
相談者とつながれるようにしてください。

→ 総合教育センター等においても、電話や来所によ
る相談を実施している。

④ 出欠連絡の強制や宿題などの負担を減らし、親子の要
望に柔軟に対応できる校内体制にしてください。

→ 出欠の連絡について、タブレット端末等を活用し
た連絡体制を整備する学校が増えていると認識して
いる。また、宿題については、適切な質と量を各学
校に働き掛けていく。

⑤ フリースクール費用の軽減のために、交通費を含む支
援をしてください。

→ フリースクールに通う家庭への交通費等の支援に
ついては、国への要望を継続していく。

⑥ 不登校が介護休暇の対象であることを、広く雇用主を
含め周知し、活用できるようにしてください。また、看
護休暇が取れることについても、同様に周知を図ってく
ださい。

→ 本制度を所管する経済商工観光部とも連携して、
制度の周知に努めていく。

⑦ 親たちのつながりをつくるために、親の交流会の支援
など、親同士が安心できるネットワークづくりの支援を
してください。

→ 同じ悩みや不安を抱える保護者同士が、安心して
話し合える場となっている情報交換会を、今後も継
続していく。
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